
提案書評価基準 
 

 

１ 基本的な評価事項 

プロポーザルを特定するための評価項目は、表１のとおり。 

 

２ 評価方法 

（１）各評価項目について、表１「提案書評価項目」を参照し、次のように評価を行う。 

ア 「業務実績」にかかる評価項目は、15点の配点とする。 

イ 「業務遂行に係る提案内容」にかかる評価項目は、計 55点の配点とする。 

ウ 「実施内容等に係る提案内容」にかかる評価項目は、計 50点の配点とする。 

エ 「企業としての取組」にかかる評価項目は、各項目１点とし、計５点の配点とする。 

 

（２）各評価項目について、表２「評価の視点」を参照し、次のように評価を行う。 

ア 「業務実績」にかかる評価項目は、1項目とし、それぞれＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの５段

階評価を行う。 

イ 「業務遂行に係る提案内容」にかかる評価項目は、３項目とし、それぞれＡ，Ｂ，

Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階評価を行う。 

ウ 「実施内容等に係る提案内容」にかかる評価項目は、３項目とし、それぞれＡ，Ｂ，

Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階評価を行う。 

エ 「企業としての取組」にかかる評価項目は、５項目とし、Ａまたは該当なしの２段階

評価を行う。 

オ 提案内容は、それぞれの配点に、換算した評価（Ａ＝５／５、Ｂ＝４／５、Ｃ＝３／

５、Ｄ＝２／５、Ｅ＝０／５とする。）を乗じて算出する。 

 

（３）評価委員の評価の平均点数が 72点以上を合格点とし、もっとも平均点が高い者を特定者

とする。 

 

（４）評価点について最上位の者が２者以上となった場合は、「提案書評価基準」における評価

項目のうち、「業務遂行に係る提案内容」の合計点が高い者の提案を第一順位とする。それ

でも決しない場合は評価委員長が第一順位を決定する。 

 

 

  



（表１）　　提案書評価項目

配点 評価の
換算式

評価点

15 － －

(１) 類似業務の実績 15

55 － －

(1)-ｱ
市との連絡調整や円滑な会議運営の実施が可能な体制の提案と
なっているか。

20

(1)-ｲ 海外との円滑な連絡調整が可能な体制の提案となっているか。 20

(2)
業務実施に際し適切で実行性が高いスケジュールの提案となって
いるか。

15

50 － －

(１)
廃棄物削減、環境配慮型備品の使用など環境負荷の低減につな
がる取組が複数提案されているか。

15

(２)

サーキュラーをテーマとする国際会議にふさわしいデザインとなって
いるか。フォーラムの連続性・発展性が感じられるデザインとなって
いるか。

15

(３)
会議の趣旨等を理解したうえで、提案者独自の工夫や効果的な広
報戦略が示され、多くの参加が期待されるものとなっているか。

20

小計（満点：120点） 120

評価項目（加算項目） 配点

5

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
をしているか。（従業員100人以下の場合のみ加算）

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事
業主行動計画の策定をしているか。（従業員100人以下の場合のみ
加算）
次世代育成支援対策推進法による認定の取得(くるみん、プラチナ
くるみん、トライくるみん)、女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律に基づく認定の取得（えるぼし・プラチナえるぼし）、又
は、よこはまグッドバランス企業認定の取得をしているか。

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定を
取得しているか。

障害者雇
用に関する
取組

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5%を達成している(従業
員40.0人以上)、又は、障害者を１人以上雇用しているか(従業員
40.0人未満)。

1

健康経営
に関する取
組

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）
の取得、又は、横浜健康経営認証のクラスAAA若しくはクラスAAの
認証を受けているか。

1

脱炭素化
に関する取
組

脱炭素取組宣言制度実施要綱に基づき、脱炭素取組宣言を行っ
ているか（支店、営業所、事務所等の宣言を含む）。

1

SDGsの取
組 横浜市SDGs認証制度‟Y-SDGs”にて認定を取得しているか。 1

小計（満点：５点） 5

合計（満点：125点） 125 －

評価点

－

3

評価項目

評価

2

1 －

実施内容等に係る提案内容 －

業務実績

業務遂行に係る提案内容

評価
（A～E)

－

－

－ －

4 企業としての取組 －

左記認定
のいずれ
か１つ以
上を取得
していれ
ば１点

ワーク・ライ
フ・バランス
に関する取

組



(表２) 評価の視点          

評価項目 評価の着目点 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ 

業
務
実
績 

(1) 類似業務
の実績 

国際会議等の運営実績
を十分に有している
か。 

本業務を遂行で
きる極めて豊富
な実績等を有し
ている。 

本業務を遂行で
きる豊富な実績
等を有してい
る。 

十分な業務実
績を有してい
る。 

業務実績が十
分であるか疑
問がある。 

相応な実
績を有し
ていな
い。 

２ 

業
務
遂
行
に
係
る
提
案
内
容 

(1) 実施体制 

ア 市との連絡調整や
円滑な会議運営の実施
が可能な体制の提案と
なっているか。 

実施体制が極め
て優れている。 

実施体制が優れ
ている。 

妥当である。 
実施体制が一
部妥当でな
い。 

妥当でな
い。 

イ 海外との円滑な連
絡調整が可能な体制の
提案となっているか。 

実施体制が極め
て優れている。 

実施体制が優れ
ている。 

妥当である。 
実施体制が一
部妥当でな
い。 

妥当でな
い。 

(2) 実施スケ
ジュール 

業務実施に際し適切で
実行性が高いスケジュ
ールの提案となってい
るか。 

スケジュールが
極めて優れてお
り、実現性があ
る。 

スケジュールが
優れており、実
現性がある。 

妥当である。 
スケジュール
が一部妥当で
ない。 

妥当でな
い。 

３ 

実
施
内
容
等
に
係
る
提
案
内
容 

 

(1) 環境に配
慮した国際会
議に係る取組 

廃棄物削減、環境配慮
型備品の使用など環境
負荷の低減につながる
取組が複数提案されて
いるか。 

極めて、優れた
環境配慮の取組
が複数提案され
ており、実現性
がある。 

優れた環境配慮
の取組が複数提
案されており、
実現性がある。 

基本的な取組
が複数提案さ
れており、実
現性がある。 

取組内容、実
現性に疑問が
ある。 

妥当でな
い。 

(2) ロゴ及び
キービジュア
ルの作成 

サーキュラーをテーマ
とする国際会議にふさ
わしいデザインとなっ
ているか。フォーラム
の連続性・発展性が感
じられるデザインとな
っているか。 

ロゴ及びキー
ビジュアルの
デザインが極め
て優れている。 

ロゴ及びキー
ビジュアルの
デザインが優れ
ている。 

妥当である。 

ロゴ及びキ
ービジュア
ルのデザイン
の一部が妥当
でない。 

妥当でな
い。 

(3) 国内外か
ら多くの参加
者を集めるた
めの広報戦略 

会議の趣旨等を理解し
たうえで、提案者独自
の工夫や効果的な広報
戦略が示され、多くの
参加が期待されるもの
となっているか。 

提案者独自の優
れた工夫や効果
的な提案がみら
れ、実現性があ
る。 

提案者独自の工
夫や効果的な提
案がみられ、実
現性がある。 

妥当である。 

提案者独自の
工夫がなく、
効果や実現性
に疑問がる。 

妥当でな
い。 

 



評価項目 評価の着目点 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

４ 

企
業
と
し
て
の
取
組 

ワーク・ライ
フ・バランス
に関する取組 

(1) 次世代育成支援対策推進法に基づ
く一般事業主行動計画を策定している
か。（従業員100人以下の場合のみ加
算）  

左記認定のいず
れか１つ以上を
取得している。 

    

(2) 女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律に基づく一般事業主行
動計画を策定しているか。（従業員
100人以下の場合のみ加算） 

(3) 次世代育成支援対策推進法による
認定の取得をしている(くるみん、プ
ラチナくるみん、トライくるみん)、
女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律に基づく認定の取得をして
いる（えるぼし・プラチナえるぼ
し）、又は、よこはまグッドバランス
企業認定の取得をしているか。 

(4) 青少年の雇用の促進等に関する法
律に基づくユースエール認定を取得し
ているか。 

障害者雇用に

関する取組 

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率
2.5%を達成している(従業員40.0人以
上)、又は、障害者を１人以上雇用し
ている(従業員40.0人未満) 

達成している、
または雇用して
いる。 

    
健康経営に関

する取組 

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大
規模法人・中小規模法人）の取得、又
は、横浜健康経営認証のクラスAAA若
しくはクラスAAの認証 

取得している。 

脱炭素化に関

する取組 

脱炭素取組宣言制度実施要綱に基づ
き、脱炭素取組宣言を行っているか
（支店、営業所、事務所等の宣言を含
む）。 

行っている。 

SDGs の取組 
横浜市SDGs認証制度‟Y-SDGs”にて認
定を取得しているか。 

取得している。     
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